
催告期間経過
（その間の弁済の有無等）

＋

乙説（催告を手続的要件とする）

解除可
［重大不履行

 

／契約目的

 

不達成］

債務不履行 ＋
催告期間経過

（その間の弁済の有無等）

解除可

甲説

１

 

催告解除制度

［重大不履行／契

 

約目的不達成］

催告解除・無催告解除の要件に関する議論の整理試案（メモ）

←全くの無履行の場合にも［重大不履行／契約目的不達成］の判断において催告手続を考

 

慮する必要はあるか？

←催告期間内の対応（追完の適否等）が解除の相当性の判断にとって重要な場面があるの

 

ではないか（例：役務提供契約等）？

例：売買契約の目的物不引渡し

 

＋催告期間内に弁済なし

債務不履行

例：売買契約の目的物不引渡し

＋ 阻却事由なし

民法（債権関係）部会
分科会資料

１



債務不履行 ＋
催告期間経過

（その間の弁済の有無等）

［重大不履行／契

 

約目的不達成］
解除可

催告を無意味
にする事情

甲説

２

 

無催告解除制度

催告期間経過
（その間の弁済の有無等）＋

解除可
［重大不履行

 

／契約目的

 

不達成］

債務不履行

＋ 阻却事由なし

乙説

催告を無意味
にする事情
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